
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　訓

　令 

○
福
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令                           

一
〇
〇 

　告

　示 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件
二
件                                                                 

一
〇
一 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
三
件                     

一
〇
二 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件
二
件                         

一
〇
三 

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件                             

一
〇
三 

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
件                                           

一
〇
三 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所 

　有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件                 

一
〇
四 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所 

　在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
二
件                       

一
〇
四 

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件                                 

一
〇
五 

　公

　告 

○
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件
三
件                                             

一
〇
五 

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件
三
件                   
一
〇
五 

　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

○
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
裁
決
し
た
件                                           

一
〇
六 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

訓

　
　令 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
訓
令
第
四
号 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　本

庁

機

関

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　出

先

機

関

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　労
働
委
員
会
事
務
局

　

 

　福
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

福
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
別
表
健
康
管
理
指
導
区
分
に
よ
り
判
定
し
」
を
削
る
。 

第
三
十
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

所
属
長
は
、
健
康
診
断
の
結
果
で
異
常
の
所
見
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
、
健
康
管

理
医
が
別
表
の
判
定
基
準
に
よ
り
判
定
し
た
健
康
管
理
指
導
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
事
後
措
置
の
基

準
に
従
っ
て
適
切
な
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
に
よ
る
」
の
下
に
「
就
業
面
の
」
を
加
え
、
「
当
該
健
康
診
断
を
し
た
医

師
又
は
」
を
削
る
。 

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表

（第
35条

第
37条

関
係

） 
、

健
康
管
理
指
導
区
分
及
び
事
後
措
置
の
基
準

 

健　
康　

管　
理　

指　
導　

区　
分

 
事　

後　
措　

置　
の　

基　
準

 
区　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

判
定
基
準

就
業
面

 
Ａ

（通
常
勤
務

）

勤
務
を
平
常
に

行
て
よ
い
も

っ
の　
　
　
　
　

Ｂ

（要
制
限

）　
 
勤
務
に
制
限
を

勤
務
場
所

職
務
若
し
く
は
勤
務
時
間
の
変

 
、

加
え
る
必
要
の

更
又
は
休
暇
に
よ
り
勤
務
を
軽
減
し
か
つ

 
、

、
あ
る
も
の　
　

 
超
過
勤
務

休
日
勤
務

宿
日
直
勤
務
及
び

 
、

、
出
張
を
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
　
　

。

Ｃ

（要
休
業

）　
 
勤
務
を
休
む
必

 
療
養
の
た
め
休
暇

休
職
等
に
よ
り
一
定
期

 
、

要
の
あ
る
も
の

間
勤
務
さ
せ
な
い
必
要
が
あ
る
こ
と

　
　

。

医
療
面

 
Ⅰ

（観
察
不
要

） 
医
師
に
よ
る
直

 
接
の
医
療
行
為

 
又
は
指
導
を
必

 
要
と
し
な
い
も

 
の　
　
　
　
　

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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Ⅱ

（要
観
察

）

　

 
定
期
的
に
医
師

 
経
過
観
察
を
す
る
た
め
の
検
査
及
び
発
病
又

 
の
観
察
指
導
を

 
は
再
発
防
止
の
た
め
の
指
導
等
を
受
け
る
よ

 
必
要
と
す
る
も

 
う
指
示
す
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
。

の　
　
　
　
　

Ⅲ

（要
医
療

）

医
師
に
よ
る
直

 
精
密
検
査
等
の
必
要
な
検
査
を
受
け
る
よ
う

 
接
の
医
療
行
為

 
指
示
す
る
こ
と

ま
た

必
要
な
治
療
を
受

 
。

、
を
必
要
と
す
る

 
け
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
　
　
　
　
　
　

 
。

も
の　
　
　
　

附

　則 

　こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
百
三
十
九
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
八
年
三
月
十

三
日
か
ら
同
年
七
月
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
産
業
チ
ャ

レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ヨ
ー
ク
タ
ウ
ン
勿
来

　福
島
県
い
わ
き
市
錦
町
江
栗
大
町
十
八
番
地
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ツ
ル
ハ 

代
表
取
締
役
社
長

　鶴
羽

　樹 

北
海
道
札
幌
市
東
区
北
二
十
四
条
東
二
十
丁
目
一
番
二
十
四
号 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ツ
ル
ハ 

代
表
取
締
役

　鶴
羽

　順 

北
海
道
札
幌
市
東
区
北
二
十
四
条
東
二
十
丁
目
一
番
二
十
一
号 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

１

　代
表
者
の
氏
名
の
変
更

　平
成
二
十
六
年
八
月
七
日 

２

　住
所
の
変
更

　平
成
十
六
年
九
月
二
十
七
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
二
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル 

中
道
リ
ー
ス
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
四
十
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
八
年
三
月
十

三
日
か
ら
同
年
七
月
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
産
業
チ
ャ

レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ヨ
ー
ク
タ
ウ
ン
勿
来

　福
島
県
い
わ
き
市
錦
町
江
栗
大
町
十
八
番
地
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル 

　
　
　
　
　代
表
取
締
役

　大
髙

　善
興 

　
　
　
　
　福
島
県
郡
山
市
朝
日
二
丁
目
十
八
番
二
号 

　
　
　
　
　中
道
リ
ー
ス
株
式
会
社 

　
　
　
　
　代
表
取
締
役

　関

　寛 

　
　
　
　
　北
海
道
札
幌
市
中
央
区
北
一
条
東
三
丁
目
三
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル 

　
　
　
　
　代
表
取
締
役

　大
髙

　耕
一
路 

　
　
　
　
　福
島
県
郡
山
市
谷
島
町
五
番
四
十
二
号 

　
　
　
　
　中
道
リ
ー
ス
株
式
会
社 

　
　
　
　
　代
表
取
締
役

　関

　崇
博 

　
　
　
　
　北
海
道
札
幌
市
中
央
区
北
一
条
東
三
丁
目
三
番
地 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル 

　
　
　
　
　代
表
取
締
役

　大
髙

　善
興 

　
　
　
　
　福
島
県
郡
山
市
朝
日
二
丁
目
十
八
番
二
号 

　
　
　
　
　株
式
会
社
ツ
ル
ハ 

　
　
　
　
　代
表
取
締
役

　鶴
羽

　順 
　
　
　
　
　北
海
道
札
幌
市
東
区
北
二
十
四
条
東
二
十
丁
目
一
番
二
十
一
号 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル 

　
　
　
　
　代
表
取
締
役

　大
髙

　耕
一
路 
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　福
島
県
郡
山
市
谷
島
町
五
番
四
十
二
号 

　
　
　
　
　株
式
会
社
ツ
ル
ハ 

　
　
　
　
　代
表
取
締
役

　八
幡

　政
浩 

　
　
　
　
　北
海
道
札
幌
市
東
区
北
二
十
四
条
東
二
十
丁
目
一
番
二
十
一
号 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

１

　株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
に
係
る
住
所
の
変
更

　令
和
三
年
二
月
十
一
日 

２

　株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
に
係
る
代
表
者
の
氏
名
の
変
更

　令
和
六
年
三
月
一
日 

３

　中
道
リ
ー
ス
株
式
会
社
に
係
る
代
表
者
の
氏
名
の
変
更

　令
和
四
年
三
月
十
七
日 

４

　株
式
会
社
ツ
ル
ハ
に
係
る
代
表
者
の
氏
名
の
変
更

　令
和
二
年
八
月
十
一
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
二
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル 

中
道
リ
ー
ス
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
四
十
一
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
八
年

三
月
十
三
日
か
ら
同
年
四
月
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
農
商
工
部
産
業
雇
用

政
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ヤ
マ
ダ
デ
ン
キ
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
郡
山
店

　福
島
県
郡
山
市
香
久
池
二
丁
目
二
百
六
十
七
番
一 

二

　法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

意
見
な
し 

三

　法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
書
の
提
出
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
四
十
二
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
八
年

三
月
十
三
日
か
ら
同
年
四
月
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
農
商
工
部
産
業
雇
用

政
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ジ
ャ
パ
ン
ミ
ー
ト
郡
山
店

　福
島
県
郡
山
市
香
久
池
二
丁
目
二
百
六
十
七
番
一 

二

　法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

意
見
な
し 

三

　法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
書
の
提
出
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
四
十
三
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
二
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
八
年

三
月
十
三
日
か
ら
同
年
四
月
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
農
商
工
部
産
業
雇
用

政
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ジ
ャ
パ
ン
ミ
ー
ト
郡
山
店

　福
島
県
郡
山
市
香
久
池
二
丁
目
二
百
六
十
七
番
一 

二

　法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

１

　廃
棄
物
減
量
化
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
の
配
慮 

廃
棄
物
の
排
出
を
可
能
な
限
り
抑
制
し
、
か
つ
適
切
な
リ
サ
イ
ク
ル
を
推
進
す
る
こ
と
。 

２

　騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項 

㈠

　原
動
機
の
定
格
出
力
が
七
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
送
風
機
等
の
騒
音
規
制
法
に
規
定
さ
れ

る
特
定
施
設
を
設
置
す
る
場
合
、
事
前
の
届
出
が
必
要
で
あ
る
。 

㈡

　福
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
に
規
定
さ
れ
る
騒
音
指
定
施
設
に
つ
い
て
、
騒

音
指
定
施
設
の
種
類
ご
と
の
数
を
、
直
近
の
届
出
に
よ
り
届
け
出
た
数
の
二
倍
を
超
え
る
数
に

増
加
さ
せ
る
場
合
、
事
前
の
届
出
が
必
要
で
あ
る
。 

３

　廃
棄
物
に
係
る
事
項
等 

㈠

　工
事
期
間
中
及
び
生
産
活
動
に
伴
い
発
生
す
る
廃
棄
物
の
処
理
に
関
し
て
は
、
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
並
び
に
関
係
法
令
を
遵
守
の
上
、
対
応
す
る
こ
と
。 

㈡

　郡
山
市
産
業
廃
棄
物
処
理
指
導
要
綱
第
十
九
条
に
該
当
す
る
工
事
を
行
う
場
合
は
、
産
業
廃

棄
物
が
工
事
に
よ
り
発
生
す
る
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
当
該
工
事
に
伴
っ
て
生
じ
る
産
業
廃
棄

物
の
処
理
方
法
等
に
つ
い
て
、
市
長
に
届
け
出
る
こ
と
。 

４

　街
並
み
づ
く
り
等
へ
の
配
慮
等 

㈠

　敷
地
内
に
お
け
る
全
て
の
屋
外
広
告
物
の
表
示
面
積
合
計
が
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
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場
合
は
、
屋
外
広
告
物
許
可
申
請
が
必
要
に
な
る
。 

㈡

　次
に
挙
げ
る
行
為
の
い
ず
れ
か
を
行
う
場
合
は
、
郡
山
市
景
観
づ
く
り
条
例
に
基
づ
き
、
三

十
日
前
ま
で
に
大
規
模
行
為
の
届
出
が
必
要
に
な
る
。
ま
た
、
※
に
該
当
す
る
場
合
は
、
事
前

協
議
が
必
要
に
な
る
。 

ア

　面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
若
し
く
は
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
か
つ
長
さ
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
法
面
が
生
じ
る
よ
う
な
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
。 

イ

　高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
若
し
く
は
表
示
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
広

告
物
の
設
置
。 

ウ

　建
築
物
の
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
ま
た
は
建
築
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
も
の 

※

　建
築
物
の
高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
ま
た
は
延
べ
面
積
が
一
万
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
も
の 

※

　広
告
物
の
高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

三

　法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
書
の
提
出
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
四
十
四
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
八

年
三
月
十
三
日
か
ら
同
年
四
月
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
須
賀
川
市
経
済
環
境
部
商
工

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
須
賀
川
駅
南
店

　福
島
県
須
賀
川
市
栄
町
二
百
九
十
番
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要 

意
見
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
四
十
五
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
八

年
三
月
十
三
日
か
ら
同
年
四
月
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
白
河
市
産
業
部
商
工
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
白
河
老
久
保
店

　福
島
県
白
河
市
老
久
保
十
二
番
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要 

意
見
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
四
十
六
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
八
年
三
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

南
会
津
郡
南
会
津
町
針
生
字
沖
一
二
五
五
の
一
か
ら
一
二
五
五
の
三
ま
で
、
一
七
五
九
の
一
、
一

七
五
九
の
二
、
一
七
六
〇
か
ら
一
七
六
四
ま
で
、
一
七
七
六
の
四
、
一
七
八
一
の
一
か
ら
一
七
八
一

の
三
ま
で
、
一
七
八
二
の
一
、
一
七
八
二
の
二
、
一
七
八
三
の
二
、
一
七
八
三
の
三
、
一
七
八
四
の

一
、
一
七
八
四
の
二
、
一
七
八
八
の
一
、
一
七
八
八
の
二 

二

　指
定
の
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
南
会
津
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
四
十
七
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

双
葉
郡
大
熊
町
大
字
野
上
字
湯
の
神
二
四
か
ら
二
七
ま
で
、
四
三
か
ら
五
二
ま
で 

二

　指
定
の
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 
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三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
大
熊
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
大
熊
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
四
十
八
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
塙
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

下
重
康
男

　下
重
和
喜

　園
部
安
之
丞

　原
ト
ミ

　原
浅
之
助

　安
部
子
之
松

　安
野
廣
衛

　益

子
吉
之
助

　益
子
千
代
松

　益
子
全
太
郎

　益
子
房
次
郎

　益
子
留
吉

　益
子
廣
次

　遠
藤
左
男
文

　岡
本
千
代
吉

　下
重
亀
吉

　下
重
廣
松

　岩
淵
輪
平

　菊
地
辰
之
助

　菊
池
光
之
助

　菊
池
大
五

郎

　吉
成
宗
之
助

　吉
村
金
四
郎

　吉
田
友
治

　宮
田
千
代
松

　近
藤
勝
繁

　近
藤
巳
巳

　金
沢
喜

一
郎

　金
沢
春
友

　金
沢
新
太
郎

　金
沢
正
藏

　金
沢
芳
太
郎

　郡
司
テ
ツ

　郡
司
波
太
郎

　古
市

敬

　古
市
平
治

　古
市
満
次
郎

　古
市
量
造

　後
藤
忠
介

　江
口
伊
六

　江
面
タ
ケ

　江
面
ミ
ノ

　

江
面
政
吉

　江
面
政
廣

　江
面
貞
之
助

　江
面
末
吉

　荒
川
八
郎

　高
橋
一
郎

　高
橋
通
造

　高
橋

寅
吉

　高
橋
梅
四
郎

　高
橋
利
惣
治

　根
本
龍
雄

　佐
佐
木
又
八

　佐
川
仙
太
郎

　佐
藤
伊
之
助

　

三
森
傳
次
郎

　山
岡
米
次
郎

　七
宮
重
寿

　車
田
兼
吉

　車
田
春
吉

　車
田
末
吉

　車
田
勇
吉

　勝

田
常
三
郎

　勝
田
年
次
郎

　勝
田
廣
作

　小
野
久

　小
野
安
秀

　小
野
伊
三
吉

　小
野
伊
兵
衛

　小

野
勘
次
郎

　小
野
鬼
子
一

　小
野
粂
之
助

　小
野
克
巳

　小
野
甚
之
丞

　小
林
重
藏

　松
本
房
之
助

　森
谷
ツ
ル

　深
谷
幾

　秦
春
次

　秦
泰

　星
正
寿

　星
忠
正

　星
巳
之
次
郎

　生
畑
目
久
右
エ
門

　生
畑
目
久
五
郎

　生
畑
目
源
次
郎

　生
畑
目
幸
七

　生
畑
目
清
五
郎

　生
畑
目
辰
之
助

　青
砥
義

雄

　青
砥
善
一
郎

　青
砥
勇
四
郎

　斉
藤
義
勝

　斉
藤
菊
之
助

　斉
藤
幸
四
郎

　斉
藤
浩
藏

　斉
藤

仁
平

　斉
藤
正
次

　斉
藤
泰
助

　斉
藤
寅
之
助

　斉
藤
茂
一

　石
井
岩
吉

　石
井
庄
太
郎

　石
井
芳

藏

　石
井
弥
右
エ
門

　石
黒
運
太
郎

　石
川
浅
之
助

　石
川
巳
之
太
郎

　早
田
政
市

　大
竹
八
郎

　

大
縄
安
之
助

　大
縄
兼
吉

　大
縄
佐
助

　中
野
西
数
馬

　長
島
亀
吉

　鳥
居
克
巳

　渡
辺
綱
雄

　藤

井
儀
作

　藤
田
正

　藤
田
登

　藤
田
一
郎

　藤
田
森
之
助

　藤
田
倉
吉

　白
坂
丑
藏

　白
坂
吉
四
郎

　白
石
源
助

　白
石
幸
吉

　白
石
長
太
郎

　白
石
道
男

　畑
田
栄
之
介

　飯
田
仁
吉

　武
石
重
義

　

穂
積
主
税

　芳
賀
吉
太
郎

　木
村
道
之
助

　木
田
廣
治

　緑
川
泰
藏

　緑
川
寅
吉

　林
子
之
吉

　鈴

木
勘
之
助

　鈴
木
松
太
郎

　鈴
木
信
太
郎

　鈴
木
政
之
助

　鈴
木
直
四

　鈴
木
直
之
助

　鈴
木
藤
太

郎

　和
田
秀
玉

　眞
田
梅
之
助

　江
面
浅
吉

　緑
川
末
吉

　園
部
幸
弘

　北
郷
鶴
吉 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
令
和
八
年
福
島
県
告
示
第
四

十
七
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
四
十
九
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
金
山
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

渡
辺
龍
夫

　渡
邊
保

　星
悦
子

　星
伝
太
郎

　横
山
道
伸

　三
瓶
敏
武

　小
沼
知
久
平

　小
沼
知

久
平

　小
沼
彌
助 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
八
年
農
林
水
産
省
告
示
第
七
十
八
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
五
十
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
矢
祭
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
十
三
日 
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　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

増
子
伴
次
郎

　本
多
芳
次

　石
井
熊
太
郎

　石
井
勝
治

　石
井
千
代
松

　石
井
勇
四
郎

　鈴
木
勲

　鈴
木
實

　鈴
木
榮 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
八
年
農
林
水
産
省
告
示
第
百
十
二
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
五
十
一
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

令
和
八
年
三
月
十
三
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　施
行
者
の
名
称

　矢
吹
町 

二

　都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

県
南
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
矢
吹
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道
） 

三

　事
業
認
可
の
年
月
日

　昭
和
五
十
三
年
十
二
月
十
五
日 

四

　事
業
施
行
期
間 

（
変
更
前
）
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

（
変
更
後
）
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五

　事
業
地 

収
用
の
部
分

　都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
（
令
和
二
年
福
島
県
告
示
第

八
十
二
号
）
の
事
業
地
の
う
ち
、
西
白
河
郡
矢
吹
町
滝
八
幡
、
新
町
、
善
郷
内
、
北

浦
、
大
和
内
の
各
一
部
の
区
域
を
変
更
す
る
。 

同
事
業
地
の
う
ち
、
西
白
河
郡
矢
吹
町
赤
沢
を
削
る
。 

使
用
の
部
分

　変
更
な
し 

（
下
水
道
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
六
十
三
号 

　水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
滝
谷

川
、
東
川
、
大
谷
川
、
沼
沢
川
、
入
原
川
、
打
越
川
及
び
大
岐
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定

し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。 

　こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建

設
事
務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
十
三
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

（
河
川
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
六
十
四
号 

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
三
百

川
、
荒
川
、
新
川
放
水
路
、
鍛
冶
屋
川
、
白
津
川
、
新
川
、
平
田
川
、
田
沢
川
、
下
浅
川
、
小
浜
川
、

平
石
川
、
瀬
戸
川
及
び
朝
日
出
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し

た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。 

こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事

務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
十
三
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

（
河
川
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
六
十
五
号 

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
石
筵

川
、
七
瀬
川
、
日
沢
川
、
後
庵
川
、
南
川
、
黒
石
川
、
南
川
放
水
路
、
鶴
巻
川
、
西
ノ
川
及
び
多
田
野

川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を

定
め
た
。 

こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事

務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
十
三
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

（
河
川
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
六
十
六
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
富
岡
町
か
ら
富
岡
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送

付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
十
三
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
一

　縦
覧
に
供
す
る
図
書 

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
場
所 

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課 

（
都
市
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
六
十
七
号 
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都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
富
岡
町
か
ら
富
岡
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
十
三
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
図
書 

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
場
所 

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課 

（
都
市
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
六
十
八
号 

　都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
坂
下
町
か
ら
会
津
坂
下
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の

写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
三
月
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
図
書 

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
場
所 

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調

査
課 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
都
市
計
画
課
） 

 

　
　
　
　
　

 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号 

令
和
七
年
十
一
月
十
六
日
執
行
の
福
島
市
長
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
し
、
鹿
児
島
県
阿
久

根
市
脇
本
九
〇
九
三
︱
二
永
井
豪
か
ら
提
起
さ
れ
た
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
令
和
八
年
一
月
十
五

日
、
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。 

令
和
八
年
三
月
十
三
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　成

　田

　良

　洋 

裁

　
　決

　
　書 

鹿
児
島
県
阿
久
根
市
脇
本
九
〇
九
三
︱
二 

審
査
申
立
人

　永
井

　豪 

右
記
審
査
申
立
人
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
三
日
付
け
で
提
起
さ
れ

た
同
年
十
一
月
十
六
日
執
行
の
福
島
市
長
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
選
の

効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
（
以
下
「
本
件
審
査
の
申
立
て
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
福
島
県
選

挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
と
お
り
裁
決
す
る
。 

主

　
　文 

本
件
審
査
の
申
立
て
を
却
下
す
る
。 

審
査
の
申
立
て
の
要
旨 

申
立
人
は
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
し
、
令
和
七
年
十
一
月
十
七
日
に
福
島
市
選
挙

管
理
委
員
会
（
以
下
「
市
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
異
議
の
申
出
を
し
た
と
こ
ろ
、
市
委
員
会

は
、
同
年
十
二
月
一
日
に
こ
れ
を
却
下
す
る
決
定
を
し
た
。 

申
立
人
は
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
、
同
年
十
二
月
三
日
、
当
委
員
会
に
対
し
、
こ
の
決
定
を
取
り
消

し
当
選
人
の
当
選
を
無
効
と
す
る
と
の
裁
決
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。 

裁
決
の
理
由 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
六
条
第
二
項
に
規

定
さ
れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
は
、

「
そ
の
当
選
の
効
力
に
関
し
不
服
が
あ
る
選
挙
人
又
は
公
職
の
候
補
者
」
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
、
「
選
挙
が
選
挙
区
ご
と
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の

選
挙
区
の
選
挙
に
参
加
し
得
る
権
利
を
有
す
る
者
に
そ
の
結
果
の
違
法
を
主
張
す
る
途
を
与
え
、
も
っ

て
選
挙
に
関
す
る
法
規
の
適
用
の
客
観
的
適
正
を
期
す
こ
と
に
あ
る
」
（
昭
和
三
十
九
年
二
月
二
十
六

日
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、
同
項
所
定
の
選
挙
人
と
は
、

選
挙
区
の
あ
る
選
挙
に
お
い
て
は
、
当
該
選
挙
区
に
所
属
し
、
当
該
選
挙
区
の
選
挙
に
参
加
し
得
る
権

利
を
有
す
る
選
挙
人
に
限
ら
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。 

　当
委
員
会
に
お
い
て
、
申
立
人
の
住
民
登
録
等
の
状
況
に
関
し
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
申
立
人
は
、
本

件
選
挙
の
選
挙
人
で
は
な
く
、
ま
た
、
公
職
の
候
補
者
で
は
な
い
た
め
、
法
第
二
百
六
条
第
二
項
所
定

の
「
選
挙
人
」
又
は
「
公
職
の
候
補
者
」
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
。 

し
た
が
っ
て
、
申
立
人
に
よ
る
本
件
審
査
の
申
立
て
は
不
適
法
で
あ
っ
て
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
当
委
員
会
は
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
十
五
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　成

　田

　良

　洋 
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